
【崇徳高等学校へ出願されるみなさまへ】 

学校納付金改定のお知らせ 

崇徳高等学校 

   
この度は、本校への出願をご検討いただき、誠にありがとうございます。 

以下の通り学校納付金のうち、「入学金」および「施設設備費」を改定することになりました。何卒

ご理解いただきますようお願い申しあげます。 

１．納付金の改訂について 

■ 募集要項 2 ページ、4 ページ および 6 ページ の変更点 

項目 改定前 改定後 

入学金 160,000 円 90,000 円 

■ 募集要項 7 ページ の変更点 

項目 改定前 改定後 

施設設備費 月額 3,000 円 月額 10,000 円 

以上の改定により、初年度納付金が募集要項で示した金額より年額 14,000 円増額します。 

  なお、募集要項の「施設整備費」は「施設設備費」と読み替えます。 

 

２．納付金の改訂に伴う崇徳奨学生制度の改定について 

■ 募集要項 8 ページ の変更点  
 改訂前 

種別 
入学金 

入学手続金 

授業料（奨学金として学園が給付し、授業料に充当します） 

1 種  

免除 

国・県から給付される就学支援金等を除いた額の全額 

2 種 国・県から給付される就学支援金等を除いた額の半額 

3 種  

 改訂後 

種別 
入学金 

入学手続金 

授業料・施設設備費 

（奨学金として学園が給付し充当します） 

1 種 
 

免除 

施設設備費の全額、および 

授業料のうち国・県より給付される就学支援金等を除いた額の全額 

2 種 
施設設備費の全額、および 

授業料のうち国・県より給付される就学支援金等を除いた額の半額 

3 種 施設設備費の全額 

  以上の改定により、崇徳奨学生の対象者は施設設備費の全額が給付されます。 

 

３．納付金の改訂に伴う兄弟姉妹が通学する場合の学納金減免制度の改定について 

 改訂前  在籍する兄姉の授業料の半額 

 改訂後  在籍する兄姉の授業料の半額および、施設設備費の全額 

 

※国や県の就学支援金の拡充状況によって、学園からの給付金を拡充する可能性があります。

詳細は、入学準備説明会でお知らせいたします。 


